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（参 考）

研修課程別対象団体一覧表

中核市対象
団体 都道府県 指定都市 左記以外 町 村特例市

研修 の市県庁所在市
特別区 等課程

第１部課程 ○ ○ ○ ○ △

第２部課程 － － ○ ○ ○

第1部・第2部
特別課程 ○ ○ ○ ○ ○

第３部課程
○ ○ ○ △ △（都道府県及び

指定都市等ｺー ｽ）

第３部課程
－ － ○ ○ ○

（市町村ｺー ｽ）

第３部課程
○ ○ ○ ○ ○(新時代・

地域経営ｺｰｽ）

税務専門課程
○ ○ ○ ○ ○（徴収事務

ｺ ｰ ｽ ）

税務専門課程
○ ○ ○ ○ ○（税務会計

特別ｺｰ ｽ）

研修専門課程 ○ ○ ○ ○ ○

監査専門課程 ○ ○ ○ ○ ○

（注）△は、特に要望がある場合は対象とする。
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第 １ 部 課 程

１ 対 象

①都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）の職員

②都道府県又は市を構成団体とする一部事務組合等の職員

③町村の職員にあっては、特に要望がある場合は対象とする。

２ 研修期間

第１１２期 平成２１年４月７日（火）から９月４日（金）まで

（期間中、４月２５日（土）から５月６日（水）までの間、６月１９

日（金）から６月２２日（月）までの間及び８月８日（土）から８月

１７日（月）までの間は、休校期間とする。）

第１１３期 平成２１年１０月１４日（水）から平成２２年３月１８日（木）まで

（期間中、１１月２０日（金）から１１月２４日（火）までの間、

１２月２３日（水）から平成２２年１月６日（水）までの間及び２月

１１日（木）から２月１５日（月）までの間は、休校期間とする。）

３ 定員

各期 １３０名

４ 推薦できる研修生の数

都道府県及び指定都市にあっては各期２名。ただし、それを上回る数の研修生の推薦

を希望する場合はその数。

市にあっては原則として各期１名。ただし、平成１１年４月１日以降に合併した市に

あっては、合併前の市町村数に相当する数。

一部事務組合等にあっては原則として各期１名。

５ 選考の基準

推薦すべき研修生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康であって、幹部要員として高度の研修を受けさ

せるにふさわしい者であること。

「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活（学校生活及び寮生活）を支

障なく行うことができる者であることとする。

(2) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(3) 現に都道府県、市、一部事務組合等における課長補佐若しくは係長又はこれらに相

当する職にある職員であること。
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(4) 年齢については、入校日現在において３０歳以上５０歳未満であること。

ただし、自治大学校長が特に必要と認めた場合は、この限りではない（この場合に

は、７(1)の推薦書の所定欄に、年齢要件に該当しない者を推薦する理由を簡潔に記載

すること。）。

６ 推薦の方法

研修生の推薦に当たっては、５に掲げる選考の基準に該当する者を選考して、７に掲

げる推薦に必要な書類を取りまとめて提出するものとする。

なお、指定都市以外の市にあっては、全国市長会（ただし、議会事務局職員について

は全国市議会議長会。）に書類を提出し、そのあっせんに基づくものとする。

７ 推薦に必要な書類

(1) 推薦書 １部（様式１）

(2) 履歴書 １部（様式２）

(3) 写真 4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚

いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入すること。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けすること。

８ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっている。

９ 推薦受付期間

研修生の推薦の受付期間は、次のとおりとし（別表２参照）、期限は厳守すること。

第１１２期 平成２１年１月２７日（火）から１月３０日（金）まで

第１１３期 平成２１年７月２１日（火）から７月２４日（金）まで

10 研修課目及び時限数

研修課目及び時限数（１時限＝７０分）に関する研修計画は、次のとおりである。

なお、研修は、全寮制の宿泊研修により行う。

また、主要な研修課目については、研修期間中において、研修効果の測定を行うもの

とする。

講師養成課目は、地方公共団体における講師養成の支援のために設けたものであり、

第１部課程を修了した者で、講師養成課目を履修し、職員研修の講師として必要な知識

及び技能を有すると認められる者については、自治大学校長が「自治体職員研修講師」

として認定する。
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研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

１法制・経済 １１２ ４公共政策各論 ３６

憲法 ２０ 地域政策論 ６

行政法 ２８ 産業政策論 ４

民法 ２６ 環境政策論 ６

政策法務 ８ 福祉政策論 ６

自治体訟務 １０ 骨太方針と経済成長戦略 ２

経済学 １６ 社会保障改革の動向と課題 ２

財政学 ４ 公共投資（事業）改革 ２

教育改革の動向と課題 ２

２地方行財政論 ６２ 男女共同参画社会の実現 １

地方自治制度 ２４ ＩＴ革命と地方行政 ２

地方公務員制度 １４ マスコミと地方自治体 １

地方税財政制度 １６ 人権行政 ２

地方分権の動向と課題 ２

（道州制の展望を含む。） ５行政管理論 ３３

地方税財政の課題 ２ （総論）

行政改革の課題 ２ 自治体行政学 １２

比較地方自治論 ２ 人間関係論 ４

リーダーシップ論 ２

３公共政策総論 ３４

公共政策の基礎理論 １０ （各論）

ＮＰＭ(新行政管理)の理論と実践 ４ 情報公開と個人情報保護 ４

ＰＦＩ・ＰＰＰ ４ 地方自治監査論 ４

住民参加論 ２ ＮＰＯと行政 ２

政策形成の手続と戦略 ４ 危機管理論 ２

自治体政策評価 ２ 民間企業経営論 ２

データ定量分析等による政策形成 ４ 実践・ボイストレーニング １

日本の地理と行政 ４
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研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

６教養課目 ９ ９その他 １４

経済情勢 ３ 体育 ４

金融問題 ３ 効果測定 ６

特別講演、首長講演等 ２ 入校式等行事 ４

校長講話 １

７演習 １２５

政策課題研究 ８７

政策事例演習 １２

地方行政演習 １６

コース別演習 １０

ファシリテーター演習

条例立案演習

事務事業評価演習

その他

８講師養成課目 １０

地方自治制度の研修要領
１

地方公務員制度の研修要領

庁内講師ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修 ２

スピーチ演習 ２

講義演習 ５ 合 計 ４３５
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第 ２ 部 課 程

１ 対 象

①市町村（指定都市を除く。以下同じ。）の職員

②市町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

２ 研修期間

第１５５期 平成２１年５月１３日（水）から７月１４日（火）まで

（期間中、６月１９日（金）から６月２２日（月）までの間は、休校期間とする。）

第１５６期 平成２１年１０月１４日（水）から１２月１８日（金）まで

（期間中、１１月２０日（金）から１１月２４日（火）までの間は、休校期間とする。）

第１５７期 平成２２年１月１４日（木）から３月１８日（木）まで

（期間中、２月１１日（木）から２月１５日（月）までの間は、休校期間とする。）

３ 定員

各期 ２００名

４ 推薦できる研修生の数

原則として各期１名。ただし、平成１１年４月１日以降に合併した市町村にあって

は、合併前の市町村数に相当する数。

５ 選考の基準

推薦すべき研修生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康であって、幹部要員として高度の研修を受けさ

せるにふさわしい者であること。

「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活（学校生活及び寮生活）を支

障なく行うことができる者であることとする。

(2) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(3) 現に市町村、一部事務組合等における係長以上又はこれらに相当する職にある職員

であること。

(4) 年齢については、各期とも入校日現在において３０歳以上５０歳未満であること。

ただし、自治大学校長が特に必要と認めた場合は、この限りではない（この場合に

は、８(1)の推薦書の所定欄に、年齢要件に該当しない者を推薦する理由を簡潔に記載

すること。）。

６ 推薦の方法
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研修生の推薦に当たっては、５に掲げる選考の基準に該当する者を選考して、８に掲

げる推薦に必要な書類を取りまとめ、市にあっては全国市長会（ただし、議会事務局職

員については全国市議会議長会。）に、町村にあっては全国町村会に提出して、そのあ

っせんに基づくものとする。

７ コースの指定

原則として、推薦書に記載された希望に基づき、「公共政策重点コース」又は「政策

法務重点コース」の指定を行う。ただし、研修実施上の必要に応じ、研修生の職務経験

等を考慮してコースの指定を行い、その結果として希望しないコースの指定を受けるこ

とがあるので留意されたい。

８ 推薦に必要な書類

(1) 推薦書 １部（様式１）

様式中の該当欄に「公共政策重点コース」及び「政策法務重点コース」の希望を忘

れずに記入すること。

(2) 履歴書 １部（様式２）

(3) 写真 4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚

いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入すること。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けすること。

９ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっている。

10 推薦受付期間

研修生の推薦の受付期間は、次のとおりとし（別表２参照）、期限は厳守すること。

第１５５期 平成２１年２月２４日（火）から２月２７日（金）まで

第１５６期 平成２１年７月２１日（火）から７月２４日（金）まで

第１５７期 平成２１年１０月２７日（火）から１０月３０日（金）まで

11 研修課目及び時限数

研修課目及び時限数（１時限＝７０分）に関する研修計画は、次のとおりである。

なお、研修は、全寮制の宿泊研修により行う。

また、主要な研修課目については、研修期間中において、研修効果の測定を行うもの

とする。

講師養成課目は、地方公共団体における講師養成の支援のために設けたものであり、

第２部課程を修了した者で、講師養成課目を履修し、職員研修の講師として必要な知識

及び技能を有すると認められる者については、自治大学校長が「自治体職員研修講師」

として認定する。
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※[公]:公共政策重点コース [法]:政策法務重点コース

研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

１法制・経済 ４２ ５行政管理論 １２[公]

４６ 情報公開と個人情報保護 ２[法]

憲法 ６ 自治体訟務 ２

行政法 １４ 危機管理論 ２

民法 １４ 地方自治監査概論 ２

[法] 政策法務 ４ 民間企業経営論 ２[法]

経済学 ８ マスコミと地方自治体 １

実践・ボイストレーニング １

２地方行財政論 ３８

地方自治制度 １２ ６演習 ６０[公]

地方公務員制度 １０ ６０[法]

地方税財政制度 １０ 基調講義 ２

地方行政の諸課題 ４ [公]政策事例演習 ２２[公]

地方財政の展望と課題 ２ [法]条例事例演習 ２２[法]

[公]政策立案演習 ３６[公]

３公共政策総論 １６ [法]条例立案演習 ３６[公] [法]

１２[法]

公共政策の基礎理論 ４ ７講師養成課目 ８

ＮＰＭ(新行政管理)の理論と実践 ２ 地方自治制度の研修要領

１

ＰＦＩ・ＰＰＰ ２ 地方公務員制度の研修要領

住民参加論 ２ 庁内講師ステップアップ研修 ２

[公] 政策形成の手続と戦略 ４ スピーチ演習 ２[公]

自治体政策評価 ２ 講義演習 ３

４公共政策各論 １４ ８その他 １２

地域政策論 ２ 特別講演、首長講演等 １

産業政策論 ２ 校長講話 １

環境政策論 ２ 体育 ２

福祉政策論 ２ 効果測定 ４

ＩＴ革命と地方行政 ２ 入校式等行事 ４

人権行政 ２

市町村合併に伴う諸課題 ２ 合 計 ２０２
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第１部・第２部特別課程

１ 対 象

①都道府県及び市町村の職員

②都道府県又は市町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

（注）平成１４年度以前の第１部特別課程と第２部特別課程を統合して同時期に実施す

るものである。

２ 研修期間

第２２期

通信研修 平成２１年５月中旬から９月上旬まで

・５月中旬に通信研修オリエンテーションを実施。経費負担は

３２頁別表１注書きを参照

・通信研修のうち、e－ラーニングはWindowsのみ対応可

宿泊研修 平成２１年９月８日（火）から１０月２日（金）まで

３ 定員

１２０名

４ 推薦できる研修生の数

原則として１名。ただし、平成１１年４月１日以降に合併した市町村にあっては、合

併前の市町村数に相当する数。

５ 選考の基準

推薦すべき研修生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康であって、幹部要員として高度の研修を受けさ

せるにふさわしい者であること。

「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活（学校生活及び寮生活）を支

障なく行うことができる者であることとする。

(2) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(3) 現に地方公共団体における係長以上又はこれらに相当する職にある職員であるこ

と。

(4) 年齢については、入校日現在において３０歳以上５０歳未満であること。

ただし、自治大学校長が特に必要と認めた場合は、この限りではない（この場合に

は、７(1)の推薦書の所定欄に、年齢要件に該当しない者を推薦する理由を簡潔に記載

すること。）。



- 9 -

６ 推薦の方法

研修生の推薦に当たっては、５に掲げる選考の基準に該当する者を選考して、７に掲

げる推薦に必要な書類を取りまとめて提出するものとする。

なお、指定都市を除く市にあっては、全国市長会（ただし、議会事務局職員について

は全国市議会議長会。）に、町村にあっては全国町村会に書類を提出して、そのあっせ

んに基づくものとする。

７ 推薦に必要な書類

(1) 推薦書 １部（様式１）

(2) 履歴書 １部（様式２）

(3) 写真 4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚

いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入すること。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けすること。

８ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっている。

９ 推薦受付期間

研修生の推薦の受付期間は、次のとおりとし（別表２参照）、期限は厳守すること。

第２２期 平成２１年２月２４日（火）から２月２７日（金）まで

10 研修課目及び時限数

研修課目及び時限数（１時限＝７０分）に関する研修計画は、次のとおりである。

なお、宿泊研修は、全寮制により行う。
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○ 通信研修

研 修 課 目 内 容

〈必修課目〉 〈必修課目〉

地方自治制度 レポート提出３回及びインターネッ

地方公務員制度 ト等を活用したｅ－ラーニング研修

地方税財政制度

〈任意課目〉 〈任意課目〉

憲法 インターネット等を活用したｅ－ラー

行政法 ニング研修

民法

経済学

自治体経営の基礎知識

地域経営の基礎知識

○ 宿泊研修

研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

１地方行財政論 １８ ３行政管理論 １０

行政法をめぐる最近の課題 ２ 自治体政策評価 ２

地方自治制度 ６ 管理者論 ２

地方公務員制度 ４ 人間関係論 ２

地方税財政の課題 ４ コミュニケーション論 ２

地方行政の諸課題 ２ マスコミから見た自治体改革 １

実践・ボイストレーニング １

２公共政策論 １８

公共政策の基礎理論 ４ ４演習 ２１

地域政策論 ２ 政策事例演習 ２１

産業政策論 ２

環境政策論 ２ ５その他 ７

福祉政策論 ２ 特別講演・首長講演等 ２

男女共同参画社会の実現 ２ （活躍するキャリアウーマン）

ＩＴ革命と地方行政 ２ 校長講話 １

人権行政 ２ 入校式等行事 ４

合 計 ７４
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第 ３ 部 課 程

○ 都道府県及び指定都市等コース

１ 対 象

①都道府県及び指定都市、中核市等（中核市、特例市及び県庁所在市その他これらに

準ずる市（特別区を含む。）をいう。以下同じ。）の職員

②都道府県又は指定都市若しくは中核市等を構成団体とする一部事務組合等の職員

③中核市等以外の市及び町村の職員にあっては、特に要望がある場合は対象とする。

２ 研修期間

第９７期 都道府県及び指定都市等コース

平成２１年１０月１４日（水）から１１月６日（金）まで

３ 定員

４０名

４ 推薦できる研修生の数

原則として１名又は２名。

５ 選考の基準

推薦すべき研修生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康であること。

「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活（学校生活及び寮生活）を

支障なく行うことができる者であることとする。

(2) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(3) 現に都道府県、指定都市、中核市等、一部事務組合等における課長又はこれらに相

当する職以上の職にある職員であること。

(4) 年齢については、入校日現在において５５歳未満であること。

ただし、自治大学校長が特に必要と認めた場合は、この限りではない（この場合に

は、７(1)の推薦書の所定欄に、年齢要件に該当しない者を推薦する理由を簡潔に記載

すること。）。

６ 推薦の方法

研修生の推薦に当たっては、５に掲げる選考の基準に該当する者を選考して、７に掲

げる推薦に必要な書類を取りまとめて提出するものとする。
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７ 推薦に必要な書類

(1) 推薦書 １部（様式１）

(2) 履歴書 １部（様式２）

(3) 写真 4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚

いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入すること。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けすること。

８ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっている。

９ 推薦受付期間

研修生の推薦の受付期間は、次のとおりとし（別表２参照）、期限は厳守すること。

第９７期 平成２１年７月２１日（火）から７月２４日（金）まで

10 研修課目及び時限数

研修課目及び時限数（１時限＝７０分）に関する研修計画は、次のとおりである。

なお、研修は、全寮制の宿泊研修により行う。

○ 都道府県及び指定都市コース

研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

１当面する諸課題 ９ ３管理者論 １７
行政法をめぐる最近の課題 ２ 管理者論 ２
地方行財政の課題 ２ 自治体組織管理論 ２
行政改革の課題 ２ 自治体のコーポレートガバナンス ２
経済情勢 ２ 人事戦略とコンピテンシー ２
中央政局の動きと地方行政 １ 危機管理論 ２

民間企業経営論 ４
２公共政策論 ２４ コミュニケーション論 ２

公共政策の視点 ４ 実践・ボイストレーニング １
ＮＰＭ(新行政管理)の理論と実践 ２
自治体政策評価 ２ ４演習 ２２
地域政策論 ４ 政策事例演習 １７
環境政策論 ２ 危機管理演習 ５
福祉政策論 ２
男女共同参画社会の実現 ２ ５その他 ６
ＩＴ革命と地方行政 ２ 特別講演、首長講演等 １
国際情勢 ２ 校長講話 １
人権行政 ２ 入校式等行事 ４

合 計 ７８
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○ 市町村コース

１ 対 象

①市町村（指定都市を除く。以下同じ。）の職員

②市町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

２ 研修期間

第９６期 市町村コース

平成２１年７月８日（水）から７月３１日（金）まで

３ 定員

１００名

４ 推薦できる研修生の数

原則として１名。ただし、平成１１年４月１日以降に合併した市町村にあっては、合

併前の市町村数に相当する数。

５ 選考の基準

推薦すべき研修生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康であること。

「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活（学校生活及び寮生活）を

支障なく行うことができる者であることとする。

(2) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(3) 現に市町村、一部事務組合等における課長又はこれらに相当する職以上の職にある

職員であること。

(4) 年齢については、入校日現在において５５歳未満であること。

ただし、自治大学校長が特に必要と認めた場合は、この限りではない（この場合に

は、７(1)の推薦書の所定欄に、年齢要件に該当しない者を推薦する理由を簡潔に記載

すること。）。

６ 推薦の方法

研修生の推薦に当たっては、５に掲げる選考の基準に該当する者を選考して、７に掲

げる推薦に必要な書類を取りまとめ、市にあっては全国市長会（ただし、議会事務局職

員については全国市議会議長会。）に、町村にあっては全国町村会に提出して、そのあ

っせんに基づくものとする。

７ 推薦に必要な書類

(1) 推薦書 １部（様式１）

(2) 履歴書 １部（様式２）
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(3) 写真 4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚

いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入すること。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けすること。

８ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっている。

９ 推薦受付期間

研修生の推薦の受付期間は、次のとおりとし（別表２参照）、期限は厳守すること。

第９６期 平成２１年４月２１日（火）から４月２４日（金）まで

10 研修課目及び時限数

研修課目及び時限数（１時限＝７０分）に関する研修計画は、次のとおりである。

なお、研修は、全寮制の宿泊研修により行う。

○ 市町村コース

研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

１当面する諸課題 １１ ３管理者論 １５

行政法をめぐる最近の課題 ２ 管理者論 ２

地方行財政の課題 ４ 自治体組織管理論 ２

市町村合併の推進 １ 自治体のコーポレートガバナンス ２

行政改革の課題 １ 人事戦略とコンピテンシー ２

経済情勢 ２ 危機管理論 ２

中央政局の動きと地方行政 １ 民間企業経営論 ２

コミュニケーション論 ２

２公共政策論 ２４ 実践・ボイストレーニング １

公共政策の視点 ４

ＮＰＭ(新行政管理)の理論と実践 ２ ４演習 ２２

自治体政策評価 ２ 政策事例演習 １７

地域政策論 ４ 危機管理演習 ５

環境政策論 ２

福祉政策論 ２ ５その他 ６

住民参加論 ２ 特別講演、首長講演等 １

男女共同参画社会の実現 ２ 校長講話 １

ＩＴ革命と地方行政 ２ 入校式等行事 ４

人権行政 ２

合 計 ７８
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○ 新時代・地域経営コース

１ 対 象

①都道府県及び市町村の職員

②都道府県又は市町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

２ 研修期間

新時代・地域経営コース 第２期

平成２１年７月２２日（水）から８月７日（金）まで

３ 定員

８０名

４ 推薦できる研修生の数

原則として１名又は２名。

５ 選考の基準

推薦すべき研修生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康であること。

「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活（学校生活及び寮生活）を

支障なく行うことができる者であることとする。

(2) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(3) 現に地方公共団体における係長以上又はこれらに相当する職にある職員であるこ

と。

(4) 年齢については、入校日現在において５５歳未満であること。

ただし、自治大学校長が特に必要と認めた場合は、この限りではない（この場合に

は、７(1)の推薦書の所定欄に、年齢要件に該当しない者を推薦する理由を簡潔に記載

すること。）。

６ 推薦の方法

研修生の推薦に当たっては、５に掲げる選考の基準に該当する者を選考して、７に掲

げる推薦に必要な書類を取りまとめて提出するものとする。

なお、指定都市を除く市にあっては、全国市長会（ただし、議会事務局職員について

は全国市議会議長会。）に、町村にあっては全国町村会に書類を提出して、そのあっせ

んに基づくものとする。

７ 推薦に必要な書類

(1) 推薦書 １部（様式１）

(2) 履歴書 １部（様式２）
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(3) 写真 4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚

いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入すること。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けすること。

８ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっている。

９ 推薦受付期間

研修生の推薦の受付期間は、次のとおりとし（別表２参照）、期限は厳守すること。

新時代・地域経営コース 第２期

平成２１年４月２１日（火）から４月２４日（金）まで

10 研修課目及び時限数

研修課目及び時限数（１時限＝７０分）に関する研修計画は、次のとおりである。

なお、研修は、全寮制の宿泊研修により行う。

○ 新時代・地域経営コース

研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

１総論 ８ 資産・債務改革の実践 １
第２次地方分権改革の方向性 ２ 市場化テストとＰＦＩ ２

とその実現に向けて 過疎・中山間地域のあり方 ２
今後の地方財政改革の展望 ２
税制の抜本改革の展望と地 ２ ４演習 １３

方税制の課題 行政実務演習
公務員制度改革の動きと自治 ２ 地域経営事例演習

体行政
５その他 １４

２行政経営論 １５ マスコミから見た自治体改革 ２
NPMの基本理論・実践と課題 ２ 自治体の広報広聴戦略 ２
自治体経営改革の実践 ２ 自治体のＩＣＴ戦略 ２
公会計改革の理論と実務 ３ 定住自立圏 ２
ＰＰＰと住民協働 ２ 特別講演 １
人事評価の方法と実践 ２ 校長講話 １
地域力の現状比較とその発展 ２ 入校式等行事 ４
方策
危機管理論 ２

３当面する諸課題 １２
住民自治とｺﾐｭﾆﾃｨの振興 ２
地域力創造と魅力あるまちづ ３

くり
新健全化法の４指標と自治体 ２

財政の今後 合 計 ６２
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税 務 専 門 課 程

○ 徴収事務コース

１ 対 象

①都道府県及び市町村の職員

②都道府県又は市町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

２ 研修期間

第７８期 徴収事務コース

平成２１年８月２０日（木）から１０月２日（金）まで

３ 定員

１００名

４ 推薦できる研修生の数

原則として１名。ただし、平成１１年４月１日以降に合併した市にあっては、合併前

の市町村数に相当する数。

５ 選考の基準

推薦すべき研修生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康であって、税務行政の幹部要員として高度の研

修を受けさせるにふさわしい者であること。

「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活（学校生活及び寮生活）を支

障なく行うことができる者であることとする。

(2) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(3) 地方税の賦課徴収に関する基礎的な知識を有する者で、主として地方税の徴収事務

を管理監督し、かつ、他の職員を管理監督する地位にある者であること。

(注)具体的には、現に地方公共団体における課長補佐若しくは係長又はこれらに相当す

る職にある職員で、徴収事務を含む税務事務の経験年数がある３０歳から５５歳まで

の職員が想定されるが、各地方公共団体の実情に応じて選考されたい。

６ 推薦の方法

研修生の推薦に当たっては、５に掲げる選考の基準に該当する者を選考して、７に掲

げる推薦に必要な書類を取りまとめて提出するものとする。
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なお、指定都市以外の市にあっては全国市長会に、町村にあっては全国町村会に書類

を提出し、そのあっせんに基づくものとする。

７ 推薦に必要な書類

(1) 推薦書 １部（様式１）

徴収事務コースであることを明記のこと。

(2) 履歴書 １部（様式２）

(3) 写真 4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚

いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入すること。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けすること。

８ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっている。

９ 推薦受付期間

研修生の推薦の受付期間は、次のとおりとし（別表２参照）、期限は厳守すること。

第７８期 徴収事務コース 平成２１年５月１２日（火）から５月１５日（金）まで

10 研修課目及び時限数

研修課目及び時限数（１時限＝７０分）に関する研修計画は、次のとおりである。

なお、研修は、全寮制の宿泊研修により行う。

11 「地方税徴収事務指導者」の認定

税務専門課程徴収事務コースを修了し、徴収実務の指導者として必要な知識及び技能

を有すると認められる者については、自治大学校長が「地方税徴収事務指導者」として

認定する。
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研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

１地方税法総則 ４０ ５関係法規等 ２１

通則等 １２ 破産法・会社更生法 ５

連帯納税義務 ３ 民事執行法 ９

納税義務の承継 ４ 滞調法 ５

第二次納税義務 ４ 国税犯則取締法 ２

地方税と他の債権との調整 ７

納税の猶予・担保の徴取 ３ ６税制の課題等 １３

滞納処分の執行停止 ３ 徴収事務のマネジメント ５

演習課題検討 ４ 税制改革の意義と課題 ２

徴収事務と個人情報保護 ２

２国税徴収法（滞納処分手続） ３８ 先進事例の紹介 ２

通則 ５ 情報交換 ２

動産・有価証券の差押え ３

債権の差押え ４ ７その他 ５

不動産の差押え ３ 校長講話 １

その他の財産の差押え ３ 入校式等行事 ４

交付要求・参加差押え ３

財産の換価・配当 ５

演習課題検討 １２

３財産調査等 １０

財務諸表の見方 ５

財産調査要領 ５

４ロールプレーイング １０

納税交渉 ５

財産調査・動産等の捜索 ５ 合 計 １３７
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○ 税務会計特別コース

１ 対 象

①都道府県及び市町村の職員

②都道府県又は市町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

２ 研修期間

第７７期 税務会計特別コース

簿記会計学通信研修 平成２１年４月上旬から６月中旬まで

・３月中旬に通信研修オリエンテーションを実施。

経費負担は３２頁別表１注書きを参照

税 務 会 計 研 修 平成２１年６月２４日（水）から１０月２日（金）まで

（期間中、８月８日（土）から８月１７日（月）までの

間は、休校期間とする。）

３ 定員

７０名

４ 推薦できる研修生の数

原則として１名又は２名。

５ 選考の基準

税務会計特別コースは、税理士法に基づく指定研修として位置付けられているもので

あり、推薦すべき研修生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康であって、税務行政の幹部要員として高度の研

修を受けさせるにふさわしい者であること。

ア 「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活（学校生活及び寮生活）

を支障なく行うことができる者であることとする。

イ 「高度の研修」を受けさせるにふさわしい者であることの基準は、地方公共団体

における税務行政に係る所定の研修を修了していることとする。

(2) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(3) 現に都道府県、市町村、一部事務組合等における上級税務職員であって、入校日現

在における税務事務経験年数が、大学卒業者にあっては４年以上、その他の者にあっ

ては１０年以上の者であること。

(4) 年齢については、入校日現在において４３歳未満であること。

ただし、自治大学校長が特に必要と認めた場合は、この限りではない（この場合に

は、７(1)の推薦書の所定欄に、年齢要件に該当しない者を推薦する理由を簡潔に記載

すること。）。
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(5) 簿記の知識が、日本商工会議所、社団法人全国経理学校協会又は財団法人全国商業

高等学校協会主催の簿記検定試験２級以上の者であること。

６ 推薦の方法

研修生の推薦に当たっては、５に掲げる選考の基準に該当する者を選考して、７に掲

げる推薦に必要な書類を取りまとめて提出するものとする。

なお、指定都市以外の市にあっては全国市長会に、町村にあっては全国町村会に書類

を提出し、そのあっせんに基づくものとする。

７ 推薦に必要な書類

(1) 推薦書 １部（様式１）

税務会計特別コースであることを明記のこと。

(2) 履歴書 １部（様式２）

(3) 写真 4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚

いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入すること。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けすること。

(4) 簿記検定合格証書の写し

８ 税務会計特別コースにあっては、簿記会計学通信研修及び税務会計研修の修了試験の

成績がともに基準点を上回った者に対し、合格証書を授与する。

なお、合格の基準点は、簿記会計学通信研修については、各課目（２課目）の得点の

満点に対する割合が６０％以上とし、税務会計研修の修了試験については、各課目（５

課目）の得点の満点に対する割合が６０％以上とする。

９ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっている。

10 推薦受付期間

研修生の推薦の受付期間は、次のとおりとし（別表２参照）、期限は厳守すること。

第７７期 税務会計特別コース 平成２１年１月２７日（火）から１月３０日（金）まで

11 研修課目及び時限数

研修課目及び時限数（１時限＝７０分）に関する研修計画は、次のとおりである。

なお、税務会計研修は、全寮制の宿泊研修により行う。
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（簿記会計学通信研修）

研 修 課 目 回 数

簿記論（理論・計算）
５回

財務諸表論（理論・計算）

（税務会計研修）

研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

１税法課目 １８ ４経営分析 １０

所得税法 ６

法人税法 ６ ５演習 １１９

徴収関係法 ６ 地方税演習 １３

徴収方法演習 ７

２税法関連課目 ２１ 簿記・会計学演習 ９９

税制改革の現状と課題 ２ 商業簿記演習 (49)

地方税制の動向と課題 １ 工業簿記演習 (17)

道府県税の現状と課題 １ 財務諸表論演習 (33)

市町村税の現状と課題 １

地方財政の課題 ２ ６その他 １８

会社法 ６ 地方分権の推進 ２

税務会計 ４ 特別講義 ２

税務争訟 ４ 特別講演、首長講演等 １

校長講話 １

３会計学、簿記論 ９２ 体育 ２

（会計学） 修了試験 ６

会計学総論 ９ 入校式等行事 ４

貸借対照表論 １２

連結財務諸表論 ４

損益計算書論 １４

（簿記論）

商業簿記 ３７

工業簿記・原価計算 １６

合 計 ２７８
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研 修 専 門 課 程

１ 対 象

①都道府県及び市町村の職員

②都道府県又は市町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

２ 研修期間

第３０期 平成２２年１月１９日（火）から１月２９日（金）まで

３ 定員

６０名

４ 推薦できる研修生の数

原則として１名又は２名。

５ 選考の基準

推薦すべき研修生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康である研修関係の職員（係長以上又はこれらに

相当する職にある者については、将来研修関係の事務に携わる見込みがある者を含

む。）であって、高度の研修を受けさせるにふさわしい者であること。

なお、「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活（学校生活及び寮生

活）を支障なく行うことができる者であることとする。

(2) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(3) 年齢については、入校日現在において３０歳以上５０歳未満であること。

ただし、自治大学校長が特に必要と認めた場合は、この限りではない（この場合に

は、７(1)の推薦書の所定欄に、年齢要件に該当しない者を推薦する理由を簡潔に記載

すること。）。

６ 推薦の方法

研修生の推薦に当たっては、５に掲げる選考の基準に該当する者を選考して、７に掲

げる推薦に必要な書類を取りまとめて提出するものとする。

なお、指定都市以外の市にあっては全国市長会に、町村にあっては全国町村会に書類

を提出し、そのあっせんに基づくものとする。
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７ 推薦に必要な書類

(1) 推薦書 １部（様式１）

(2) 履歴書 １部（様式２）

(3) 写真 4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚

いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入すること。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けすること。

８ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっている。

９ 推薦受付期間

研修生の推薦の受付期間は、次のとおりとし（別表２参照）、期限は厳守すること。

第３０期 平成２１年１０月２７日（火）から１０月３０日（金）まで

10 研修課目及び時限数

研修課目及び時限数（１時限＝７０分）に関する研修計画は、次のとおりである。

なお、研修は、全寮制の宿泊研修により行う。

研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

１講義課目 １８ ２演習 １８

自治研修論 ２ 研修評価・効果測定 ６

分権時代の人材育成 ２ 政策事例演習 ６

政策研修の進め方 ２ 情報交換 ６

政策形成能力の開発手法 ２

政策法務と人材育成 ２ ３その他 ５

研修技法の修得と実践 ４ 校長講話 １

先進事例紹介 ２ 入校式等行事 ４

民間における人材育成 ２

合 計 ４１
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監 査 専 門 課 程

１ 対 象

①都道府県及び市町村の職員

②都道府県又は市町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

２ 研修期間

第１０期 平成２１年４月７日（火）から６月１８日（木）まで

（期間中、４月２５日（土）から５月６日（水）までの間は、休校期間

とする。）

３ 定員

３０名

４ 推薦できる研修生の数

原則として１名又は２名。

５ 選考の基準

推薦すべき研修生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、健康であって、高度の研修を受けさせるにふさわし

い者であること。

なお、「健康」であることの基準は、自治大学校での研修生活（学校生活及び寮生

活）を支障なく行うことができる者であることとする。

(2) 積極的な学習意欲を有する者であること。

(3) 監査事務（会計事務又は予算調製事務を含む。以下同じ。）に従事する課長補佐若

しくは係長又はこれらに相当する職にある職員で、入校日現在における監査事務に係

る経験年数が１年以上の者であること。

６ 推薦の方法

研修生の推薦に当たっては、５に掲げる選考の基準に該当する者を選考して、７に掲

げる推薦に必要な書類を取りまとめて提出するものとする。

なお、指定都市以外の市にあっては全国市長会に、町村にあっては全国町村会に書類

を提出し、そのあっせんに基づくものとする。
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７ 推薦に必要な書類

(1) 推薦書 １部（様式１）

(2) 履歴書 １部（様式２）

(3) 写真 4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚

いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入すること。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けすること。

８ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっている。

９ 推薦受付期間

研修生の推薦の受付期間は、次のとおりとし（別表２参照）、期限は厳守すること。

第１０期 平成２１年１月２７日（火）から１月３０日（金）まで

10 研修課目及び時限数

研修課目及び時限数（１時限＝７０分）に関する研修計画は、次のとおりである。

なお、研修は、全寮制の宿泊研修により行う。

また、主要な研修課目については、研修期間中において、研修効果の測定を行うもの

とする。

11 「自治体監査実務指導者」の認定

監査専門課程を修了し、監査実務の指導者として必要な知識及び技能を有すると認め

られる者については、自治大学校長が「自治体監査実務指導者」として認定する。
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研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数

１監査の基礎 １２２ 監査論 １５

（法制経済） （各論）

行政法 １０ 財務監査 ４

民法 １０ 工事監査 ２

会社法 ６ 公営企業会計監査 ３

経済学 ６ 行政監査 ３

（地方行財政制度） 財政的援助団体等監査 ３

地方自治制度 ５ 住民監査請求監査 ２

地方税財政制度 ６ 住民訴訟 ３

地方公営企業制度 ６ （行政評価）

（財務経営） 政策評価 ３

地方財務会計 １２ 行政評価 ３

（総論、官庁会計、公営企業会計） (行政管理）

会計学 ２６ 情報公開と個人情報保護 １

（企業会計、公益法人等会計）

簿記 １７ ３演習 ２８

公益事業論 ８ 監査事例実務演習 １５

経営分析論 ８ 決算審査実務演習 １３

金融問題 ２

４その他 ７

２監査の実務 ４９ 校長講話 １

総論） 体育 ２（

監査制度概論 ５ 入校式等行事 ４

（外部監査制度を含む。）

ＮＰＭ(新行政管理)の理論と実践 ２

合 計 ２０６
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様式１

第 部課程
自治大学校 第 期研修生推薦書

専門課程
（ コース）

１ 所 属 団 体 名
（本庁所在地）
（郵 便 番 号） （電 話 番 号）

２ 所 属 部 署 名
（部、課、係等の名称）

３ 役 職 名

（ふりがな）
４ 氏 名 性別（男・女）

５ 生 年 月 日 年 月 日生
（入校日現在満 歳 月）

（ふりがな）
６ 現 住 所

（郵 便 番 号） （電 話 番 号）

７ 最 終 学 歴
（卒業等年月日）

８ 給 与 級 号給（ 級制）

９ 勤 務 年 数 年 月
（当該事務経験年数＜専門課程のみ＞ 年 月）

10 年齢要件に該当しない者を推薦する場合はその理由

11 健康上配慮すべき事情がある場合はその事情

12 希望コース選択（第２部課程のみ記入） 公共政策重点・政策法務重点

上記のとおり推薦します。

事務担当課
郵 便 番 号
所 在 地
担 当 者 名
電 話 番 号
ＦＡＸ番号

平成 年 月 日

任命権者 職 氏 名 印
（ ）任命権者の印を押印のこと

自 治 大 学 校 長 殿
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１ 記載上の注意

(1) ５の「年齢」欄は、入校日現在で記入すること （１月に満たない場合は切。
り捨てる ）。

(2) ７の「最終学歴」欄は、学校名、学部名、学科名及び卒業・中退の別を記
載すること。

(3) ９の「勤務年数」欄は、入校日現在における地方公務員としての勤務年数
を記載すること。

(4) 税務専門課程税務会計特別コースの場合は税務事務経験年月を、税務専門
課程徴収事務コースの場合は税務事務のうち徴収事務経験年月を、研修専門
課程の場合は研修事務経験年月を、監査専門課程の場合は監査事務（出納事

） 「 」 （ ）務及び予算調製事務を含む 経験年月をそれぞれ９の 勤務年数 の欄に
書すること。

(5)10の「年齢要件に該当しない者を推薦する場合はその理由」欄は、年齢要件
に該当しない者を推薦する場合に、その理由を簡潔に記載すること。

(6) 11の「健康上配慮すべき事情がある場合はその事情」欄は、自治大学校で
の研修生活を送るに当たって、何らかの配慮を求める事項がある場合に、当
該事項を記載すること。

(7) 12の「希望コース選択」欄は 「公共政策重点」及び「政策法務重点」のう、
ち希望するものを記入すること（第２部課程のみ 。）

２ 用紙の大きさはＡ４判とし、横書き、左とじとすること。
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様式２

履 歴 書

１ 所属団体名

（ふりがな）
２ 氏 名 ４.５ｃｍ 写 真

（のり付け）
３ 生 年 月 日 年 月 日生

３.５ｃｍ
４ 最 終 学 歴

（卒業等年月日）

５ 研修に関する事項
（研修の期間） （研修の名称）

６ 履歴事項
（発令年月日） （発令事項） （発令庁）

備 考

１ 履歴書は、任命権者が作成すること。

２ 作成上の注意
(1) ４の「最終学歴」欄は、学校名、学部名、学科名及び卒業・中退の別を記

載すること。
(2) ５の「研修に関する事項」欄には、当該地方公共団体で実施した研修につ

いても記載すること。税務専門課程「税務会計特別コース」については、特
に研修内容についても記載すること。

(3) ６の「履歴事項」欄は、発令事項を発令順に詳細に記載すること。
ただし、昇給の記載は不要であること。
なお、民間経歴等のある場合は、その主要な事項を記載すること。

３ 用紙の大きさはＡ４判とし、横書き、左とじとすること。
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別表１

研修生の派遣及び研修に要する経費

課 程 名 経 費 備 考

経 費 総 額 ４９３,０００円

第 １ 部 内 納 入 金 ４７６,０００円 注２、３参照

訳 校 友 会 費 １７,０００円

経 費 総 額 ２７３,０００円

第 ２ 部 内 納 入 金 ２５６,０００円 注２、３参照

訳 校 友 会 費 １７,０００円

経 費 総 額 １２９,０００円

第１部・第２部特別 内 納 入 金 １１２,０００円 注２、３参照

訳 校 友 会 費 １７,０００円

経 費 総 額 １１４,０００円
第 ３ 部

内 納 入 金 ９７,０００円 注２、３参照
（都道府県・指定都
市等コース） 訳 校 友 会 費 １７,０００円

経 費 総 額 １１４,０００円
第 ３ 部

内 納 入 金 ９７,０００円 注２、３参照
（市町村コース）

訳 校 友 会 費 １７,０００円

経 費 総 額 １１４,０００円
第 ３ 部

内 納 入 金 ９７,０００円 注２、３参照
（新時代・地域経営
コース） 訳 校 友 会 費 １７,０００円

経 費 総 額 １７４,０００円
税 務 専 門

内 納 入 金 １５７,０００円 注２、３参照
（徴収事務コース）

訳 校 友 会 費 １７,０００円

経 費 総 額 ３３３,０００円
税 務 専 門

内 納 入 金 ３１６,０００円 注２、３参照
（税務会計特別コー
ス） 訳 校 友 会 費 １７,０００円

経 費 総 額 ８１,０００円

研 修 専 門 内 納 入 金 ６４,０００円 注２、３参照

訳 校 友 会 費 １７,０００円

経 費 総 額 ２７３,０００円

監 査 専 門 内 納 入 金 ２５６,０００円 注２、３参照

訳 校 友 会 費 １７,０００円
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注１ 表中の経費の徴収等は、当該業務の委託先である財団法人自治研修協会が行います。

２ 納入金は、施設・設備維持管理、光熱水料等の寄宿舎管理運営経費及び図書教材経費に

充てるものです。

３ 表中の経費には、次の経費が含まれていないので、派遣団体において研修生に支給又は

配慮されるようお願いします。

(1) 入校時及び帰庁時に要する経費。

(2) 政策課題研究、政策事例演習及び地方行政演習等に係る資料の収集、論文の作成等を行

うために、研修期間中の休校期間を利用して帰庁する場合の旅費（第１部課程においては

３回、第２部課程、税務専門課程税務会計特別コース及び監査専門課程においては１回）

(3) 第１部課程にあっては、政策課題研究の論文作成に要する経費（実地調査、資料収集等）

(4) 通信研修のための事前オリエンテーションへの出席に要する経費（第１部・第２部特別

課程及び税務専門課程税務会計特別コース）。

４ 表中の経費は、普通交付税算定の際の基準財政需要額に算入されています。

５ 当校の食堂を利用した場合は、１日当たりの食費が１,７００円程度になると見込まれま

す。（実際には、食堂では金額の異なる複数のメニューを用意しており、食費は食事の都

度、研修生が支払います。なお、表中の経費には食費は含まれておりません。）



別表２
平成２１年度研修期間及び推薦受付期間一覧

推薦受付期間

研 修 期 間

区 分 21年２月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 10 月 11 月 12 月 22年１月 ２ 月 ３ 月

1月
27火～30金 7火 24金 7木 18木 23火 7金 18火 4金

第 第 １ １ ２ 期

休25～6 休19～22 休8～17
１

21火～24金 14水 19木 25水 22火 7木 10水 16火 18木
部 第 １ １ ３ 期

休20～24 休23～6 休11～15

24火～27金 13水 18木 23火 14火
第 第 １ ５ ５ 期

休19～22

21火～24金 14水 19木 25水 18金
２ 第 １ ５ ６ 期

休20～24

27火～30金 14木 10水 16火 18木
部 第 １ ５ ７ 期

休11～15

第１部・第２部特別 24火～27金 8火 2金

第 ２ ２ 期 通 信 研 修

第 ９ ７ 期
21火～24金 14水 6金

第 都道府県
コース

指定都市等

第 ９ ６ 期 21火～24金 8水 31金
３

市町村コース

新時代・地域経営ｺー ｽ 21火～24金 22水 7金
部

第 ２ 期

第 ７ ８ 期 12火～15金 20木 2金
税

徴収事務コース
務

専 1月
第 ７ ７ 期 27火～30金 24水 7金 18火 2金

門
税務会計特別コース 通 信 研 修

休8～17

27火～30金 19火 29金
研修専門第３０期

1月
27火～30金 7火 24金 7木 18木

監査専門第１０期

休25～6
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